
廃校活用研究序説

ИЙ戦後における歴史と公共性の変容ИЙ
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はじめに

　公立の小中学校は、公教育が行われる義務教育

施設であり、学区すなわちある特定の地域に立地

している。また公立の小中学校、とりわけ小学校

は、祭りや運動会といった地域住民による様々な

行事やイベントが行われる場でもある。このよう

な意味で公立の小中学校は、それが立地する地域

と密接に関係しており、児童生徒のみならず地域

全体に「開かれ」た公共施設であると言える。し

たがって廃校は、このような機能を持つ公共施設

が「閉じ」られることを意味するだろう。

　過疎化や少子化による児童生徒数の減少から公

立学校の統廃合が進展しており、それに伴う廃校

や余裕教室が問題となって久しい。現在では、行

政や研究者の関心の対象となっているのみならず、

マスメディア等でも廃校活用事例がとりあげられ

ており、一般市民の間でもその関心は高まってい

る。

　文部科学省は廃校の実態に関する本格的な調査

を行っており、2003 年には「有効活用状況等」

について報告書を作成した。それに伴って「廃校

リニューアル 50 選」選定事業を行い、「廃校とな

った後の施設利用に際し、その有効活用に積極的

に取組んでいる事例」を紹介している（文部科学

省 2003）。また先行研究においても、廃校活用の

事例を詳細に分析したもの、つまりはいわゆる事

例研究・紹介という分野において多くの成果が見

られている。

　だが他方で、廃校の意味や意義について個別的

な事象や事例を研究したものは多いが、広い視野

から総合的・歴史的に分析したものは殆どない。

廃校の数が増加し、問題として表面化したのは近

年のことであるが、そこに至るまでには明治以降

の学校の設置と統廃合という「大きな歴史＝物

語」が存在している。

　このような状況下において本論文は、主に学校

統廃合や廃校に関する政策の変容の歴史と先行研

究を検証することによって、大きく以下の 2点に

ついて明らかにしている。まず第 1に、戦後の学

校統廃合および廃校の歴史を概観・整理すること

を通じて、そこに関連しつつも異なる 3つの段階

があることを明らかにしている。その上で第 2に、

「閉じ」と「開き」という対概念を導入しながら

学校統廃合と廃校（活用）の問題を検討すること

を通じて、地域における公共性の変容の内実につ

いて明らかにしている。

1．背景ИЙ先行研究の状況と行政の分析ИЙ

　廃校もしくは学校統廃合に関する先行研究につ

いて、形式的な面ではあるが極めて興味深い現象

から確認しよう。周知のように、国立国会図書館

が提供するNDL┡OPACの「雑誌記事索引」に

よって、日本の学術論文を検索することができる。

それによると「廃校」をタイトルに含む学術論文

は、1969 年以前には 3つしか存在しない。ただ

し、そのうちの 1つは大学の廃校を論じたもので

あり、本論文の文脈から重要な公立の小中学校の

廃校問題を扱ったものは 2つに過ぎない。他方で、
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2005 年から現在（2010 年 12 月）までの間には、

100 以上の学術論文が存在している。また、「学

校統廃合」については 1969 年以前には僅かに 1

つ存在するに留まり、ただしそれも高等学校の統

廃合についての研究である。さらに興味深いのは、

1990 年代以前には僅かであった廃校の利活用に

関する研究が、以後年月を経るにしたがってかな

りの増加を見せていくことである。むしろ現在で

は、廃校の利活用の問題は主要な研究対象となっ

ている。

　では、行政（文部科学省、文部省）については

どうか。文部科学省の統計によって戦後の学校数

と在籍者数を詳細に知ることはできる。だが廃校

発生数についての詳細なデータは、1992 年（平

成 4年）まで存在しない。調査自体がなされてい

ないのである。1992 年の廃校発生数は、公立の

小中高等学校合わせて 189（小学校 136、中学校

42、高等学校 11）だったのが、2004 年には 576

と最大値を記録し、2009 年においても 526 であ

る。また、1992 年から 2009 年までの都道府県別

の廃校発生数も調査されており、1位は北海道で

640、そして 2位は東京で 356 である（文部科学

省 2010a）。過疎化と少子化が進展している地域

と都市部の双方において、廃校が多く発生してい

ることを示していよう。

　廃校の活用に関する調査については、どのよう

な状況になっているのか。先述のように、2003

年には「有効活用状況等」について報告書が作成

されている。それに伴って、「廃校リニューアル

50 選」選定事業がなされ、廃校の活用が強く推

奨されていくことになる（文部科学省 2003）。そ

れでも 2009 年の 1年間だけで、228 の廃校が

「利用計画がない」とされており(文部科学省

2010b)、2010 年 9 月には「～未来につなごう～

『みんなの廃校』プロジェクト」が立ち上げられ

て、廃校についての情報が一元化、公開されてい

る(文部科学省 2010c)。

　以上から国策としても研究の対象としても、廃

校という「ハコモノ」の利活用へと関心が移って

きているということは言えるだろう。ただし、文

部科学省による廃校の詳細な調査が開始されるの

が 1992 年からということもあって、近年増加し

た廃校とその活用を考える際に、その“前史”が

看過されている感は否めない。廃校活用に関する

先行研究でも、1992 年もしくは平成以降の状況

に関する言及から開始するものが多い。このよう

な意味で、近年の廃校の状況もしくは平成とそれ

以前の歴史認識はある意味で“断絶”しているの

である。

　また言うまでもなく、公立の小中学校が廃校と

なることの背景には、基本的には児童生徒数の減

少による学校統廃合があり、現在でも学校統廃合

問題が消滅した訳ではない。したがってこの“断

絶”は、文字通りの意味で時代が断絶していると

いうよりも、歴史のダイナミズムの渦中で、学校

統廃合や廃校をとりまく状況やエートスが変化・

転換していったことを意味するのである。

2．戦後の学校統廃合および廃校の歴史
ИЙ3 段階の区分ИЙ

(1) 戦後の段階区分と第 1段階

　近代化と学校教育制度は不可分に結び付いてい

る。日本でも 1872 年（明治 5年）に明治政府が

学制を公布して以来、学校は全国各地に設置され

ると同時に、統廃合を繰り返してきた。もちろん

学校の設置にも統廃合にも様々な理由があるが、

学制施行以来、小学校の統廃合が「一定以上の規

模で政策的に行われたものと推測される時期」は

3つ存在する。第 1は、1888 年（明治 21 年）の

市制町村制施行による町村合併の前後の時期、第

2は、明治末から大正初期にかけての時期、そし

て第 3は、戦後の高度成長期である（境野、清水

1994: 10）。

　ここで本論文が対象とする戦後の高度成長期に

ついて詳細に見ると、それはまた 3つの段階に分

けられる。1つ目は、高度成長期が始まる 1955

年前後であり、これは政策的には 1953 年（昭和
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28 年）の町村合併促進法を端緒とするものであ

る。2つ目は、高度成長期の終盤の 1970 年前後

において、都市部への人口流出による農村の過疎

化が問題となった時期である。そして 3つ目は、

その後の都市部におけるドーナツ化現象に伴う郊

外への人口流出の時期である。

　ただし時期に多少の前後があり、そして場所も

農村部と都市部もしくは郊外というように相違し

ているが、後者 2つは経済の発展状況に応じた同

じ現象の 2側面であるため、本論文では合わせて

1つの同じ段階にあるものと見なしている。した

がって日本の戦後における統廃合もしくは廃校の

歴史は、平成以降の現況と合わせて 3つの段階を

経験しているということになる（cf. 若林 1999;

安田 2009: 1）。

　ところで、学校統廃合はいかに「政策的」なも

のと結び付くのか。私立の学校と相違して、公立

の小中学校は特定の学区に設置されるものである。

だが日本には、実は「学区」についての明確な

「概念規定」は存在しない。その理由は「……学

区の制度的実体が地方自治体であるために、あえ

て『学区』と表現する特殊な地域をもたない」た

めである（若林 1999: 5）。したがって町村合併

は、学区の再編および学校の統廃合へと直結する

ことになる。実際に、日本で最初に学校統廃合が

大々的に行われたのが、1888 年（明治 21 年）年

の市制町村制施行とそれに伴う町村合併の時期で

あった。

　戦後最初に、学校の統廃合が大々的になされた

第 1段階もこの例に漏れない。1953 年（昭和 28

年）の町村合併促進法と 1956 年（昭和 31 年）の

新市町村建設促進法よる町村合併によって、市町

村は再編されていく。その渦中で、学校統廃合も

進展することになる。したがってこの学校統廃合

には、教育上の問題や必要性からなされたという

側面は少ない。むしろ、「経済の高度成長に上部

構造を適合させようとする一連の行財政合理化の

一環として行われた町村合併」の結果、もしくは

その裏打ちとして行われたものである（境野、清

水 1999: 10）。

　この点に関連して若林は、施策実現のための補

助金の交付といった財源の確保の「後」に、文部

省の「教育的検討」が行われたことを強調してい

る。この点からも、この学校統廃合における教育

上の理由は希薄であり、むしろ新しい行政区画す

なわち市町村という単位に基づく「住民意識」を

「涵養」するためのものであったと、若林は指摘

している（若林 1999: 44）。

　このような状況の中で、第 1段階では最も小規

模な学校つまりは分校がまず急減し、その後を追

うように小学校全体の数も減少していく。そして

1961 年には、学校統廃合もしくは廃校に関する

初めての先行研究が見られることになるが、それ

は山間部における統廃合問題を扱ったものである

（田原 1961）。なお、この研究については後述す

る。

(2) 第 2 段階

　1970 年代前後になると、農村部から都市部へ

の人口移動に伴う過疎化がさらに進展し、深刻化

することになる。それに伴って、公立の小中学校

の統廃合は新たな段階を迎えることになるが、当

然にも統廃合はまず過疎地域で進展することにな

る。この当時の状況について伊ヶ崎と小島は、以

前（つまりは第 1段階）との比較から「……今日

の学校統廃合は、従来のそれに比べて本格的な勢

いで進められている」と言っている（伊ヶ崎、小

島 1973: 17）。

　さらに伊ヶ崎と小島は、1970 年（昭和 45 年）

の過疎地域対策緊急措置法（いわゆる過疎法）の

成立に着目して、それに基づいて「市町村の計画

する学校統廃合は財政上の特別措置を講じられる

ことになった」ことを指摘している。いわゆる財

政誘導であり、過疎法では財政措置の対象を「学

校教育関係については市町村計画にもとづく公立

小・中学校の統合にのみ限定している」のである

（伊ヶ崎、小島 1973: 18）。

　この財政措置においては、学校統合校舎に対す
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る国庫負担が従来の 2分の 1から、3分の 2へと

引き上げられている。もちろん、この点だけを見

れば補助金の割合は増加しているので、「いかに

も過疎対策の現象を示す」ものである（伊ヶ崎、

小島 1973: 18）。だが学校を統廃合して新しい校

舎を建設するのではなく、危険校舎の改築すなわ

ち同じ学校の校舎の建て直しに対する国庫負担が

3分の 1であることを考え合わせると、統廃合へ

の誘導があったことは明白である。

　実際に、この時期には過疎指定市町村の有無に

よって、統合校数にかなりの偏差が出ることにな

った。その性質上、特に分校数の減少は顕著であ

り、本校が 1965 年の 22,676 から 1971 年には

22,391 へと減少しているのに対して、分校は

3,301 から 2,149 にまで減少している（伊ヶ崎、

小島 1973: 19）。学校統廃合に関する先行研究は

この時期に増加しているが、過疎地における統廃

合反対運動、地域住民運動を対象としたものが圧

倒的に多い。

　ただし 1973 年（昭和 48 年）には、文部省はい

わゆる「Uターン通達」である「公立小中学校

の統合について」（新通達）を出し、財政負担上

の差異がしばしば必要のない学校統廃合の要因と

なったことを認めている。その内容は、無理な統

合による地域住民との紛争や遠距離通学が生じる

ことを回避することに言及し、小規模教育の意義

を認めるものであった（若林 1999: 74）。そして

翌年には、過疎地域における危険校舎への国庫負

担を 3分の 2へと改めている。要するに、統廃合

政策の見直しをしたのである。

　このように高度成長経済の進展によって過疎地

に見られた学校統廃合は、やがて都市部へと移行

していくようになる。いわゆるドーナツ化現象の

結果であり、郊外のベッドタウンにおいて統廃合

は急激に進展する。もちろん、この統廃合は過疎

地におけるものとは相違して、分校等の小規模校

が大きな学校へと吸収・統合されていくのとは逆

のベクトルを持っている。すなわち、短期間での

人口の増加に伴って、学校が細胞分裂するように

分離していくのである。したがって当然ながら、

ここでは廃校もその利活用も問題とはなり得ない。

むしろ、この段階で急速に増加していった小中学

校は、次の段階において、今度は逆に縮小方向の

統廃合が進展する渦中で廃校となっていくのであ

る。

(3) 第 3 段階

　やがて時代は変わり、高度成長期が終焉する。

そしてその後、日本全体の趨勢として少子化が進

展していくことになる。文部科学省による「学校

基本調査」によると、戦後のベビーブームの影響

以降で最も公立小学校在籍者数が多かった 1981

年の約 1,182 万人に対して、1989 年つまりは平

成元年には約 950 万人、世紀をまたいだ 2000 年

には約 725 万人にまで減少している。だたし、学

校数は 1981 年の 24,766 に対して、2000 年では

23,861 であり、児童生徒数程の減少は見せてい

ない。この状況は現在まで続き、2010 年の在籍

者数は約 687 万人で、学校数は 21,713 である。

この数値を見れば、児童生徒数の少ない学校が増

加しているということになる。

　コストという側面のみからすれば、大きな校舎

に少ない人数の児童生徒がいるという状況は、そ

の運営主体である市町村にとって「負担」となる。

2008 年（平成 20 年）には、財務省の財政制度等

審議会がこの点を問題視しており、2005 年度間

の学校統廃合（小中学校を 384 から 221 へとし

た）ところ 170 億円の財政削減となったと試算し

て評価している。

　ただしこの段階において、児童生徒数の少ない

学校が増加していることは、廃校が全体的に少な

いことを意味しない。文部科学省が本格的に調査

を開始した 1992 年から、2009 年までに廃校とな

った公立の小中学校は 4,952 校（うち小学校は

3,816）である（文部科学省 2010a）。とりわけ、

「平成の市町村大合併」のピークにあたる 2003 年

から 2005 年の 3年間はある意味で圧巻である。

公立の小学校だけでも、2003 年には 275、2004
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年には 372、そして 2005 年には 314 校が廃校と

なった（文部科学省 2010a）。

　このような流れの中で、文部科学省も廃校の活

用・転用に掛かる費用の見直しをしていくことに

なる。従来は、国庫補助金によって整備された公

立学校施設を学校教育目的以外に転用する場合、

国庫補助金相当額を国に返還することが求められ

ていた。だが 2005 年（平成 17 年）の地域再生法

施行、さらには 2008 年（平成 20 年）の「公立学

校施設に係る財産処分手続の簡素化・弾力化」に

よって、廃校の教育施設以外への転用と、そこに

対する民間の参入が以前と比較して容易化した1)。

財産処分手続きのみならず、活用への補助金も充

実してきており、現在では（2002 年から 2009

年）、廃校の活用率は 70％程とされている（文部

科学省 2010b）。

　こうして第 3段階において、ようやく廃校とそ

の利活用の問題が大きくクローズアップされるこ

とになった。つまり近代化とそれを支える経済発

展の裏打ちとして、第 1段階と第 2段階における

統廃合の歴史があったとするならば、その歴史の

後で学校統廃合のみならず廃校が日本全国で本格

的かつ必然的な問題となってきたのである。

3．公共性の変容
ИЙ「開き」と「閉じ」のダイナミズムИЙ

(1) 第 1 段階と第 2段階における統廃合問題の

再考

　ここまで見てきたような学校統廃合と廃校の歴

史は、いったい何を物語っているのか。もちろん

行政サイドの一方的な政策と誘導による統廃合の

歴史と廃校問題に、児童生徒や地域が振り回され

てきたという側面はある。そのような視座からす

れば、学校統廃合と廃校の問題は教育の本質から

生じたものではなく、多くの場合、行財政合理化

を優先させた国策に起因するものということにな

るだろう。実際に、学校統廃合もしくは廃校問題

に関する研究は、山村における統廃合反対運動や

地域住民運動の分析を端緒としている。

　例えば、学校統廃合もしくは廃校に関する最も

古い文献の 1つである「子供を犠牲にする教育行

政ИЙ三重県合生中学校の廃校問題からИЙ」

（1961 年）において、田原は文字通り「教育行

政」を批判している。とくに田原が問題視したの

は、三重県の組合立中学校である合生中学校が廃

校となる際に、行政サイドが「……住民の意志を

全く無視して、むりやりに合生中解散を決議し

た」ことである。田原は「設備、内容ともに充実

した合生中学校から、スシズメ教室」である中学

校への転校が、「教育効果」という側面から納得

できないことを強調しており、合生中学校の解散

つまりは廃校化の理由を「補助金を通じた中央の

圧力」に見ている（田原 1961: 67┡68）。

　そして多くの文献が存在するようになる第 2段

階においては、過疎地における学校統廃合反対運

動を、反対運動支持という立場から分析したもの

が多い。例えば先にも言及した伊ヶ崎と小島は、

学校統廃合の本質を「地域の地方化」という言葉

で表現している。「『学校は心のふるさと』といわ

れる」が、学校統廃合は「ふるさと」たる「地

域」を「……独占資本の利潤追求、中央政府の政

策貫徹の場としての地方と化する……」ことの象

徴であると言う（伊ヶ崎、小島: 1973: 17）。

　また三輪は、山形県米沢市に隣接する川西町の

学校統廃合問題と地域住民の反対運動を分析して、

それについて次のように特徴付けている。「それ

は、自治体当局が国の財政合理化に追従して、町

の教育を犠牲に供することを許さないたたかいで

あり、無責任な国の政策から町を守る住民運動と

しての意義をもっている」（三輪 1978: 154）。

　このように第 1・第 2段階を対象とした先行研

究においては、基本的には国の政策の問題点が、

学校統廃合反対運動の過程を分析することを通じ

て浮き彫りにされている点に特徴がある。このよ

うな先行研究の蓄積によって、第 3段階以前の学

校統廃合が地域へともたらした影響を、今日でも

伺い知ることができるのである。ただし本論文は、
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「住民」や「児童」の“視点”から国家や行政を

批判することを目的としてはいない。むしろ公共

性という観点から、どのような分析ができるのか

を考察することに主眼を置いている。では、その

ような視座から、どのような指摘ができるのか。

(2) 統廃合問題と「批判的公共性」

　そのための準備作業として、「開き（open）」

と「閉じ（close もしくは shut down）」という対

概念を導入して学校の問題を考えてみよう。単純

に言えば、学校が新設されることは例えば開校と

いう言葉が示す通り、ある地域において公教育も

しくは義務教育施設が「開かれ」ることを意味す

る。他方で廃校や閉校は、その言葉通り当該地域

においてその施設が「閉じ」られることを意味す

る。ただし、ある学校が「閉じ」られたとしても

義務教育の性質上、児童生徒は行く場を失うわけ

ではない。他の（より大きな）学校へと転校・移

動するのである。このような意味で統廃合による

廃校は、必ず「閉じ」と「開き」という 2つの側

面を持っている。

　したがって学校統廃合反対運動は、第 1に「閉

じ」への反対、そして第 2に「開き」への反対と

いう 2面性を持っていることになる。この点に関

してまず、後者の「開き」の方から考えてみよう。

基本的に学校統廃合への反対は、「教育の公共性」

という観点からなされている。あるいは「教育の

公共性」ということが論点・争点となっている

（cf. 境野、清水 1994: 231┡232）。例えば国や行

政は大規模校における教育の効果、すなわち児童

生徒数が多いことの利点を主張する。これに対し

て、反対運動側とその支援者は小規模教育の意義

を主張し、児童生徒への教員の手厚い目配りや、

児童生徒間の緊密な一体感の形成等がその論拠と

されるのである。つまり国や行政による「開き」

は、「教育の公共性」という論拠からして正当化

できないという主張である。そしてこの点は、通

学時間が長くなることによる児童生徒および家庭

への負担を指摘し問題視することにも連動してい

る。

　次に、「閉じ」の側面を見てみよう。この点は

通学する児童生徒のみならず、むしろそれが立地

する地域全体もしくは地域住民との関係に関わる

ものである。公立の小中学校は田舎であればある

程、公教育もしくは義務教育のみが行われる施設

ではない。地域住民による様々な行事やイベント

が行われる場である。この点に関連して西田は、

学校の機能すなわち「学校のムラに果たした役

割」について次のように指摘している。

　学校では「……学校行事と関連して、学区住民

が参加して行われた運動会（9月）、学芸会（2

月）を始めとして、8月の盆のおどりのならし

（後継者育成）」等が行われている。さらに「施設

としての学校」は、「地形的制約下の山村におい

て広場（運動場、屋内施設）を持つ唯一の空間」

である。したがって学校には、「単に教育の場と

しての機能の他に、広くムラの人々にとっては過

去から未来へ、子供から大人に至る生活体験の場

でもあったのである」（西田 1974: 95┡96）。

　この点に留まらず、学校にはその来歴において

も地域と密接な関係がある。先述のように、もち

ろん学校は明治期の学制公布以来、国家によって

設置、建設が進められてきたものである。だが当

時は国からの十分な補助がなかったために、学校

設置と運営費はその地域の寄付金等に依存してい

た（境野、清水 1994: 10; 安田 2009: 5）。戦後で

も、戦災や老朽化による小学校建築のみならず、

6・3制導入による中学校建築の殆どが地域住民

の寄付によるものであったと言われている（安田

2009: 5）。さらには寄付のみならず、児童生徒を

含む地域住民が実際に工事・建築した事例も紹介

されている（竹島 2006）。このような意味で、と

くに山村部における公立の小中学校は、物理的・

精神的双方の面で、名実共に地域の中心であった

のである。

　したがって、とくに第 2段階における学校統廃

合における「閉じ」と「開き」のプロセスは、基

本的には「喪失」や「疎遠化」、マルクス主義の
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用語を使えば「疎外」のイメージで捉えられるこ

とになる。先にも言及したが、例えば福島県白沢

村の学校統廃合に反対する住民運動を分析した論

文で、三村は次のように言っている。「住民運動

の集会の際、『分校』の教育の思い出は牧歌的エ

ピソードを交えながらよく語られる。……学校統

廃合は学校をますます住民から疎遠なものとして

ゆくものだといえる」（三村 1979: 199）。

　また境野と清水は、第 2段階における文部省の

「Uターン通達」とそれに伴う学校統廃合見直し

の効果があまりなかったことを指摘しているが、

その理由は次のように説明されている。「……す

でに農山部では統廃合によって学校は地域と疎遠

な関係になっている場合が多く、国の教育政策を

忠実に実行する機関の性格を強めていたことは否

めない」（境野、清水 1994: 231）。

　この含意は、いわゆる「疎外論」の文脈でよく

理解できる。あるいは逆に言えば、「疎外論」的

な眼差しで、学校統廃合問題が検証されていると

言うことができる。すなわち、自分達が自分達の

ためにつくった学校が自分達のものとならずに、

経済効率上の理由から国家に収奪され、余所余所

しいものとして現われることになったという論点

である2)。

　以上のような特徴がある第 1・第 2段階である

が、この点は公共性という観点からどのように見

ることができるのか。それは結論から言えば、

「批判的公共性」の生成である。例えば、国や行

政サイドが進める統廃合による大規模学校とその

意義、そしてそれを批判する運動側による小規模

教育の意義という 2つの論理が交差・対立するこ

とによって、そもそも相応しい公教育とはいかな

るものかという論点や問題構図が生まれる。この

時期の先行研究が、いわゆる「へき地教育」の問

題と結び付いていたことは、このことの証左であ

ろう。どちらの論拠が「真」なるものかという本

質論の他に、あるいはそれ以前に、地域が教育を

問い直す契機となったのである。

　また学校統廃合が市町村合併と関連することか

ら、学校統廃合とそれへの反対運動が、地域とは

何かという問いへ向かうことはある意味で必然で

ある。それは時として、ノスタルジックな感情と

共に、国家が押し付ける新しい地域の単位とは異

なる、あるいはそれ以前にあったであろう地域が

表象されることへと帰結する。だがこれも、「批

判的公共性」が展開されたことによる帰結の 1つ

であり、そもそもそのような問題状況がなければ、

国家による新しい地域とは別の表象が意識され自

覚されることはなかったであろう。つまり、その

ような表象が正しいか否かが問題なのではなく、

地域について自覚的に問い直す契機となったこと

が重要なのである。

　本来の地域云々ということではなく、学校統廃

合にまつわる“問題状況”が発生する渦中で、

“問題状況”として共同性の展開される場である

地域が顕在化していった。このような意味で、第

1・第 2段階における「閉じ」と「開き」のダイ

ナミズムは、「批判的公共性」を生成させたと見

なすことができる。あるいは言い方を換えれば、

この時期の地域それ自体が、「批判的公共圏」で

あったとも言える。

(3) 廃校活用と「参加型公共性」

　では、第 3段階についてはどうか。もちろん、

統廃合反対運動は今日でも存在する。だが他方で、

第 2段階まではあまり問題とならなかった廃校と

いう「ハコモノ」の利活用の問題がクローズアッ

プされてくるのが、第 3段階の特徴である。ただ

しこのことも、財産処分手続きの弾力化や補助金

の充実化を背景としているために、国による誘導

という側面が否めないのは確かである3)。では、

それ以外にどのような論点を導き出せるのか。

　文部省は、廃校についての本格的な調査を開始

する 1992 年（平成 4年）の 2年前に、実は既に

廃校の有効活用事例について報告している。「青

少年に自然や人とのふれあいの場をИЙ廃校を利

用し、子供達の交流の場にИЙ集団宿泊教育共同

利用施設準備事業」というタイトルの報告で、内
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容は宿泊施設として生まれ変わった廃校の紹介で

ある。その冒頭では「補助の内容」に言及されて

おり、「補助の名称」は「公立学校施設整備費補

助金」、「補助率」は「二分の一」と明記されてい

る（文部省 1990: 127）。

　さらに廃校が集団宿泊施設となった理由もしく

は経緯については、例えば次のように書かれてい

る。「……地域の人々から、地域に愛着の深かっ

た学校を何とかして形のあるものとして残したい

という声がおこり、地域の活性化という意味も込

めて、この学校を集団宿泊施設として改築するこ

とになった」（文部省 1990: 128）。つまり、地域

からの要望に応えたという訳である。

　そして第 3段階は、先行研究においても廃校活

用の事例を紹介・分析したものが圧倒的に多くな

る。その中で廃校活用は、国や行政はもちろん地

域住民側からしても重要であることが指摘される

ようになってきている。以下ではこの点について、

公共性の変容という観点からどのように見ること

ができるのかを考察していこう。あらかじめ結論

から言っておけば、第 1・第 2段階が「批判的公

共性」の時期であったとするならば、第 3段階は

「参加型公共性」の時期であると言える。

　この点を際立たせるために、先にも言及した第

2段階の時期を対象とした論文である「山村にお

ける学校の廃校化と廃校施設の転用ИЙ奥吉野山

地十津川村の学校統廃合を中心にИЙ」を再び見

てみよう。西田によって 1974 年に出されたこの

論文は、紀伊山地の十津川村を調査対象にしたも

のであるが、統廃合のみならず廃校の活用もしく

は転用を題材にした日本で最も古い本格的な研究

の 1つである。

　ここで西田は、まず地域における学校の意義と

廃校の場所について詳細に考察を進めている。そ

の上で廃校の転用・活用状況について、「工場」、

「公民館」、「保育所」、「取り壊し、売却、空家放

置、水没」、「その他」に分類して詳細に分析して

いる。とりわけ「その他」においてとりあげられ

ている「ムラ（川津）が経営する民営のホステ

ル」になった事例や、「農産物の集荷、加工場に

転用」された事例は、今日の状況に鑑みると興味

深い。そして西田は、この分析から次のように結

論している。「……学校は、学校統廃合による廃

校化、あるいは廃校施設の機能的転用を契機に共

同体（ゲマインシャフト）的拠点から利益集団

（ゲゼルシャフト）的拠点へ、親密な小地域集団

的拠点からより疎遠な広域機能集団的拠点へ、コ

ミュニティー拠点からアソシエーション拠点化へ

の転換が進行したのである」（西田 1974: 98┡

103）。

　西田の先駆的な研究の意義は明らかであるし、

その結論も興味深い。ただし本論文の文脈で注目

すべきなのは、学校統廃合の様子と廃校の転用や

活用状況について詳細に分析されているが、他方

で転用・活用プロセスには一切言及されていない

ことである4)。ここに注目したのは、近年の転用

や利活用の研究では、そのプロセスが考察の対象

となってきている、つまりは重視されているから

である。

　例えば斎尾は、茨城県の「過去 30 年間」にお

ける廃校の事例を検討した論文で、「統廃合プロ

セス」のみならず「廃校利活用プロセス」につい

ても詳細に分析している。そして、「廃校利活用

プロセス」について次の 2つに分類している。1

つは「閉校後に改めて検討に入る場合」であり、

もう 1つは「統廃合プロセスと同時並行的に、あ

るいは廃校決定直後から検討される場合」である。

　前者の場合では、統廃合決定からの時間が長く

なると「建物の老朽化が進むことで存続の可能性

があった校舎も解体される事例が多く存在した」

と指摘されている。さらに統廃合時において議論

に積極的に参加した組織があっても、その組織自

体は閉校時には解散しているために、また新たに

「廃校利活用プロセス」のための組織を組み直す

ことになったと言う。そしてその際に、地域組織

が強固でない所では再組織化は困難となる。また

仮に新たな組織化がなされたとしても、全ての参

加者が廃校となった旧小中学校と縁が深いとは限
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らない。したがって、廃校が「それまで学校であ

った、という事実や意義は継承されにくい」こと

となり、廃校を利活用するという意識は希薄化す

ることになる（斎尾 2008: 1005）。

　これに対して後者、すなわち「統廃合プロセス

と同時並行的に、あるいは廃校決定直後から検討

される場合」では、閉校直後もしくは数年後に

「新たな施設として転用」される傾向にあること

が指摘されている。したがってここから、斎尾は

次のように結論している。「両プロセスを継続さ

せることは、地域住民にとって長年、実質のある

いは心の拠点であった小中学校という存在・意義

を、新たな地域拠点施設に活かし、有効活用でき

る可能性を高めることができている」（斎尾

2008: 1005┡1006）。

　西田の結論とは逆に、廃校活用が地域における

ゲマインシャフト的機能を有するという指摘とも

見られるが、ここで重要なのは「プロセス」への

着目である。この点は例えば、日本で最も廃校の

数が多い北海道の事例を詳細に分析した久保らの

研究においても指摘されている（久保、渡部、西

森 2009）。すなわち「……廃校利用に至るプロセ

ス……の在り方が、再利用後の地区との関係を一

定程度規定すると考えられる」。このような視座

から久保らは、民間事業者が廃校活用に着手した

事例について利活用に至るプロセスから分析し、

以後の「民間事業者による廃校利用の在り方を考

察」している（久保、渡部、西森 2009: 44）。

　以上のような第 3段階の特質を、公共性という

観点から考えるために、ここで再び「開き」と

「閉じ」という対概念を導入しよう。もちろん第

2段階以前と同様に第 3段階においても、学校統

廃合による廃校もしくは閉校に対する反対運動は

依然として存在する。また逆に、斎尾が調査した

茨城県の「過去 30 年間」における廃校の事例の

ように、必ずしも反対とはなっていないケースも

多い。さらに統廃合の結果、新たな学校が「開か

れ」る点に関して言えば、「教育の公共性」とい

うことも未だに問題となっている。例えば、山間

部における通学時間の問題等にそれは顕著である。

　ただし第 1・第 2段階との差異ということで言

えば、第 3段階においては、まず「閉じ」た学校

を利活用すること、つまりは廃校の活用による

「開き」に大きな関心が向けられているという特

徴がある。そして行政による誘導があるなしは別

として、国や行政のみならず地域もしくは地域住

民も、その活用に大きな関心と期待を寄せるよう

になった。このような趨勢の中で、学校統廃合す

なわち「閉じ」のプロセスのみならず、廃校活用

という「開き」のプロセスにも地域住民が参加す

ることの重要性が指摘されるようになってきたの

である。

　この点についてさらに言えば、廃校活用による

「開き」の内実は、学校統廃合による「閉じ」か

ら廃校活用という「開き」へと至るプロセスに、

地域住民や民間事業者が関わる質や度合いによっ

て左右されるということを意味するだろう。この

ような意味で第 3段階においては、学校統廃合と

廃校活用の問題を通じて「参加型公共性」がクロ

ーズアップされてきたのである。

結びにかえて

　以上ここまで、戦後日本における公立の小中学

校の統廃合と廃校活用の問題について、3つの段

階に分けて考察を進めてきた。その結果、公共性

という観点から言えば、第 1段階および第 2段階

には「批判的公共性」が、そして第 3段階には

「参加型公共性」の生成もしくは形成が見られる

ことを明らかにしてきた。「批判的公共性」が

「閉じ」に対して基本的には批判的であったとす

るならば、むしろ「参加型公共性」は「閉じ」の

プロセスにも関わる。そして廃校活用という目的

からすれば、「参加型公共性」の形成が重要であ

る点も指摘した。

　これまでの考察から明らかなように、第 3段階

は局所的かつ一時的な学校統廃合の進展による廃

校数の増加ではなく、それが日本全体の趨勢とな
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ってきた時代状況を意味する。つまり、近代化と

いう「歴史」展開における拡大発展の「物語」が

終わった後のポスト┡モダン状況になったのであ

る。この状況において、「閉じ」すなわち「閉鎖」

や「撤退」もが「公共性」の課題となってきたと

言える。

注
1) その詳細な内容は以下の通り（文部科学省大臣官

房文教施設企画部施設助成課 2009: 31）。（1）補助

後 10 年以上経過した施設等を無償で財産処分（転

用・貸与・譲渡・取壊し）する場合は、原則とし

て相手先を問わず国庫納付免除にしたこと。（2）

補助後 10 年以上経過した施設等を有償で財産処分

（貸与・譲渡）する場合、廃校施設以外でも、国庫

補助金相当額を学校施設整備のための基金積立を

条件に、国庫納付免除にしたこと。（3）耐震補強

事業又は大規模改造事業（石綿及び PCB対策工事

に限る）を実施した施設等を無償で財産処分（転

用・貸与・譲渡・取壊し）する場合は、補助後 10

年未満でも国庫納付免除にしたこと。

2) このように住民運動の思想的バックボーンにマル

クス主義的な視座があることは、学校統廃合反対

運動のみならず、高度成長期における住民・市民

運動全体に共通する傾向でもある（権 2006）。

3) 山本は、そもそも第 3段階の学校統廃合が、先述

のような財務省の試算によることや、東京におけ

る学校選択制とも関連していることから、そのバ

ックボーンが「新自由主義的イデオロギー」によ

る「自己選択、自己責任論」であることを強調し

ている。そして山本は、その「イデオロギー」に

よって、「多くの保護者が不安を煽られて、コミュ

ニティにとっての学校の価値は極めて軽視されて

いる」と言っている（山本 2009: 17）。

4) プロセスについては言及されていないが、「……特

に教育の効率化を目指した学校統廃合には、山村

住民の関心と期待が一段と強かったのであった。

つまり学校は、このような情勢のなかで廃校化し

ていったのである」とは述べられている。この地

域では、統廃合に対しては賛成だったという指摘

である（西田 1974: 96）。
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